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『新年の挨拶』

東海支部長 高藻啓充

あけましておめでとうございます。会員の皆様には、すばらしい新年を迎

えられたこととお慶び申し上げます。支部研修会も、順調に推移することが

でき、会員の能力向上と、情報交換の場となっております。これは会員の皆

様方のご協力のおかげと感謝しております。

昨年は、健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証が主流になります。だ

がマイナ保険証のトラブルが頻発し、高齢者の利用に弊害が頻発しているた

め、紙による保険証の継続が要望されています。物価高騰と最低賃金の引き

上げにより、中小企業の倒産が増加し、飲食店や液晶メーカー、食品製造業

が疲弊しています。さらに、産業や地域を問わず後継者不足、人手不足の状

況が継続し、廃業や倒産は過去最高を更新しています。

今年は、選挙公約の一つに挙げられた、最低賃金の 1,500 円に向けた影響が

顕著に表れ、130 万円の壁問題による人手不足が拡大することと思います。さ

らに物価高騰による資金不足や価格転嫁の不十分から事業継続ができない状

況も続くものと思います。また、新規学卒者の初任給の引き上げが行われま

したが、新規学卒者の離職率は、高卒 35 ％、大卒 40 ％前後と、若者の定着

に苦慮する企業が今後とも続き、人手不足の状況は解消されることはないで

しょう。さらに、労働時間制限規制による影響も大きく、労働者の帰属意識

のため、若者を含めた社員教育が重要課題となり、企業の職場環境改革、セ

クハラを含めた人間関係改革が必要となるでしょう。

私たち経営労務コンサルタントは、いかなる時代が到来しても、それに対

応する知識と能力を養う必要があり、そのための研鑽が必要となります。さ

らに、一緒に研修する仲間の増加も必要となります。

本年も一層の飛躍を志して、会員皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上

げて挨拶とさせていただきます。
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『令和の米騒動』

米の品薄が話題になっている中で、そ

の原因について様々な分析や検証が進ん

でいる。インバウンドの外国人による米

の消費量が増えたとか、気候変動の影響

などが指摘されているが、問題の本質は

日本の農業政策そのものにあると言う指

摘も多い。

地方の農家の数は、年々すざまい勢い

で減少し続けており、耕作面積も年々確

実に減少している。とりわけ、ロシアが

ウクライナ侵攻以来、世界的な食糧不足

が叫ばれ、今や食糧政策は軍事力同様に

貴重な防衛要因となっている。

そんな状況の中で、今年の 5月に改正

された「食糧・農業。農村基本法」（以

下基本法）が注目されている。今後の日

本の食糧行政、農業行政に大きな影響を

与える改正と言っていいだろう。にもか

かわらず、マスコミであまり注目されて

いない。日本の食糧事情や農業行政の根

幹に関わる大きなターニングポイントと

なるのか、基本法の概要と我々への影響

を考える。

■輸入頼りの食糧政策から自給自足へ転

換

日本の農業が窮地に立たされているこ

とはよく知られている。米の品薄もその

一端と言っていいだろう。今のところ今

年の米は豊作で有り、深刻な米不足に入

ったっていないものの、日本の農業政策

は大きな軌道修正を求められていると言

っても過言ではない。実際に 2000 年の

「基幹的農業従事者（専業農家）」は 2000

年には 240 万人いたのが、2023 年には

116 万人に減少した。農地面積も 2023

年は 43.0 万ヘクタールだが、ピーク時

の 1961 年と比較すると約 3 割減少した

ことになる。

とりわけ、深刻なのが農業従事者の高

齢化だ。75 歳以上の基幹的農業従事者

数は、2000 年には全体の 13%だったの

が、2023 年には 36%に増加している。

人口減少と共に進んできた地方の過疎化

が、農業に深刻な影響を与えていると言

っていいだろう。

耕地面積の利用率という面でも、430

万ヘクタールのうち、91%しか利用され

ていない。1 割は放置されているのが現

状だ。そんな状況の中で、ロシアによる

ウクライナ侵攻が始まって以降、日本の

農業政策は大きな転換点を迎えている。

食糧自給率の低下を放置して、米国な

どの食糧輸出国から輸入すれば賄えると

いう基本方針が、ここにきて輸入だけで

は賄い切れない事実が見えてきたから

だ。そんな状況の中で、今年 5月に成立

したのが日本の農業政策の憲法と言われ

る「食糧・農業・農村基本法」の改正だ。

現代の時代に即したものにしようと、

政府が戦後続けてきた政策をを大きく転

換させるものになろうとしている。

ちなみに、今回の基本法改正に基づい

た農業政策の指針となる基本計画作り

を、2025 年３月をめどに作成し閣議決

定する予定となっている。

■食糧安保の強化目指した基本法改正

今回の基本法改正では、多義に渡って

修正や新設を行っているのだが、最大の

ポイントは「食糧安保の強化」に取り組

んでいることだ。農林水産省がまとめて

いる「食糧・農業・農村基本法改正のポ

イント（令和 6 年 8 月）」を見ると、次

のような 4つの点に集約される。

①食糧安全保障を基本理念に

食糧輸送手段の確保、持続可能な食品

供給の促進を図ると同時に、海外におけ

る事業展開の促進、農産物の輸入に関す

る措置の拡大、農産物の輸出の促進など
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海外からの食料輸入基盤を強固なものに

する。

②環境と調和の取れた食糧システム

食品産業の健全な発展、農業における

環境への影響を低減することを促進す

る。異常気象などに対するための食糧確

保をシステム化する。

③人口減少での農業生産向上

農業の担い手の育成と確保を図り、農

地の確保を受けて農業経営の基盤強化を

図ることで、農地の確保及び有効利用を

推進する。さらに、先端技術（スマート

農法）を活用した生産・加工・流通方法

の導入、農産物の付加価値の向上などを

図り、生産性向上を目指す。

④農村や農業のインフラの整備

農地の保全を目的とした共同活動の推

進、地域の資源を活用した事業活動の促

進、鳥獣対策など。

単に、農業生産に関する法改正ではな

く、包括的に食糧を国民の手に届けるた

めのシステム作りを図ることで、食糧安

保の強化を整備しようという考えのよう

だ。実際に、基本法の改正と共に「食糧

供給困難事態対策法」を 2024 年 6 月に

成立させている。戦争や大災害など有事

の際の食糧供給体制を整えるための法律

だ。

これまでの日本の農業行政は、米を除

く穀物や肥料など、その大半を輸入に頼

ってきた。今回の基本法改正では、90

～ 100%を輸入に頼ってきた化学肥料な

ども、国内での生産基盤を整備する方向

に転換しており、ここに来てやっと輸入

だけに頼った農業政策だけではダメであ

ることを政府が認めたと言っても過言で

はないだろう。食糧自給率を何とか高め

るための方向に舵を切り始めたと言って

もいい。その背景には、従来は高い円に

依存して食料は輸入さえすれば何とかな

ると考えていた政府だが、1 ドル＝ 160

円台にまで進んだ円安を見て、食糧を輸

入できなくなる時代がやってくるかもし

れないという現実に気付いたと言ってい

いかもしれない。

■農業生産の効率向上を阻害する「農

地法」の改正

もっとも、食糧の安全保障は、農業政

策だけで解決できるような問題ではな

い。農地の有効利用を現在より大幅に引

き上げていく方法を考えなければならな

い。そのためには、現在の農業生産向上

を阻害している農地法の大幅な改正が必

要だ。

例えば、現在でも農地を取得するには、

年間 150日以上農作業を行う農業従事者

でなければならないと言った厳しい規制

が存在する。市町村などが農業委員会な

どと共同で実施する「農用地利用集積計

画」等を使えば、農業従事者以外でも農

地を購入することが可能になったもの

の、地域の農業委員会の許可が必要にな

るなど、まだまだ数多くの規制が残って

いる。農地の流動性は全く進んでいない。

一方、法人の農地取得も同じような状

況だ。一定の要件を満たした法人である

「農地所有適格法人」にならなければ、

農地を取得できないことになっている。

一般の株式会社は農地が取得できず、現

在のところ賃貸しか認められていない。

法人が農業を始めるに当たっては基盤整

備等の長期投資が不可欠だが、賃貸では

限界がある。

要するに、現在の農地法では、原則と

して耕作する人しか農地を所有できない

と言うことになっており、幅広い事業を

展開する商社などが、農業生産事業に進

出しようとしても、農地の確保が日本で

はいまだにできないことになる。これで

は日本の食糧安保を守ることはできな

い。

実際のところ、農地を相続した人が簡
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単に農地を売却することができないのが

現実だ。場所によっては地目の変更が可

能な場合もあるが、大半の農地は農地の

まま売却しようとすると、地域の農業政

策委員会や都道府県知事の許可が必要と

なる。簡単に売却できないとなると、農

地を相続した人にとっては、管理が不十

分になったり、耕作放棄の状態に陥って

しまったりする。人口減少に伴って、日

本の耕作地が十分に活用されていない理

由の一つと言っていい。

ちなみに、農地の売却には『2022 年

問題」というものもある。1992 年に定

められた生産緑地法によって、その期限

である 30年後の 2022年に、農地が大量

に売却されるのではないかと懸念されて

いた。農地として活用されていれば、生

産緑地法によって固定資産税の減免措置

が受けられる状態にあったのだが、その

期限が 22 年だったわけだ。ただ再申請

によって 10 年延長になっているが、い

ずれは大量の農地が売却に向かうと予想

されている。

ところが、農地法の壁によって農地の

流動性はほとんど向上していない。それ

どころか、年々耕作放棄した農地が増え

続けている。こうした現状を改めていこ

うというのが今回の食糧・農業・農村基

本法の改正だが、農地法の抜本的な改正

を予想させるような法改正には至ってい

ない。結局のところは、農地を減らさな

いための農地法でしかなく、農業を活性

化させるための農地法になっていない。

■緊急時には農業事業者に計画書の提出

を義務化

一方、同基本法の改正に併せて 6月に

成立した「食糧供給困難自体対策法」だ

が、政府が重要とする食料品や物資を予

め指定し、世界的な不作などで供給が大

きく減少した場合など、生産者に増産や

備蓄を求めるという法律だ。いわば有事

に備えた食糧安全保障体制の整備と言っ

ていいだろう。

今までにも食糧の安全確保について

は、様々な政策が存在していたが、既存

の体制だけでは対応しきれない事態に備

えて、例えば米や小麦、大豆、その他の

植物油脂原料、畜産物、砂糖といった物

資を特定食糧として指定し、有事の際に

は、事業者に対して出荷、販売の調整、

輸入の促進、生産・製造の促進を要請す

ることになっている。この法律には罰則

規定が有り、出荷販売業者や輸入業者、

生産業者などに対して食糧確保の「計画」

を届ける指示を出すことができる。指示

に従わなかった場合には、罰金が科せら

れ、更に立ち会い検査等によって特定食

糧等の在庫を把握することも可能だ。報

告の拒否した場合にも過料が適用される

ことになっている。

これまで輸入だけで何とかなるとして

いた政府が、ロシア・ウクライナ戦争な

どの地政学リスクや気候変動などに直面

したことで、海外から食糧や肥料、エネ

ルギーが調達できない可能性が出てき

た。又国内にすざましいインフレをもた

らす超円安が発生し、国民を飢えさせて

しまう。

日本の農業政策は食糧自給率は低いも

のの今回の米騒動のようなものはほとん

どなかった。

近年のインフレは農業生産にも大きな

影響を与えており、肥料、家畜の餌であ

る飼料も 5割近く上昇している。そんな

中で農家の出荷価格は、農産物全体でも

107.8 に留まっており、コストを価格転

嫁できないのが現状だ。

人口減少や流動性が少ない農地売買の

実態を考えると、日本の農業生産の現場

は、持続可能な事業とは言うにほど遠い

日本の農業現場と言える。

東洋経済 （経済ジャーナリスト 岩崎博充）
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『遅刻は厳しく、残業は緩いダブル．スタンダード」

「遅刻を見越して時間を守って定時に出

勤して、帰りは定時を守らずに残業しても

OKの文化」「数分の遅刻は怒られるのに、

数時間の残業はヨシとされる」文化をどう

見るかが問題視されています。

一方で、「社会人なら多少の残業は当た

り前だ」という価値観も根強い。働き方改

革関連法案が 2019 年に施行されてから５

年経過する今日、オープンワーク株式会社

が発表した「日本の残業時間」定点観測デ

ータによると、2023 年４月から９月の日

本全体の平均残業時間は月あたり約 23 時

間であり、2014 年の集計開始以降最も少

ない残業時間を記録しました。それでも、

日本の平均労働時間はヨーロッパ諸国より

長い。休日に仕事を持ち帰って家で残業す

る「見えない残業」も問題視されています。

日本で残業時間が長くなる背景の一つに

は、「他の人たちが残業しているのに先に

帰ることは許されない」という労働者達の

同調圧力の存在もあります。また、「会議

がある日は変えるのが遅くなるのは仕方が

ない」など、そもそも残業をすることが当

たり前とされる文化もあります。

労働時間の計算にルーズな企業も多い。

１月には、回転寿司チェーン大手「スシ

ロー」が５分未満の労働時間を切り捨てて

計算していたことについて、労基署が是正

勧告を行いました。労働者にとって不利、

企業にとって有利の日本の職場の現状は法

律的にどうなっているでしょうか。

電車の遅延で遅刻したのに、会社側に「○

○分以内の遅延は遅刻として扱う」とされ

て、その間の給料が発生しなかったり人事

評価に響いたりするのは理不尽に思えま

す。法律的には、給料に関しては「労働者

は労働した後でなければ、会社側に対して

終了の請求できない」という「ノーワーク

・ノーペイの原則」が適用され、会社側は

遅刻分について給料を支払わなくてもよい

ことになります。

なお、会社側に不当解雇された場合や不

当な休職命令を受けた場合など、労働者に

は何ら非もないのに会社側が働かせてくれ

ない場合には、労働者は実際に働いていな

くても、会社側に給料を請求することがで

きます。このような場合には、会社側に非

があるためです。

電車遅延の場合には、労働者にはもちろ

ん非はありませんが、会社側にも非はあり

ません。双方に非がない場合は、「ノーワ

ーク・ノーペイの原則」が適用されて、会

社は遅刻について給料を払わなくてもよい

と言うことになります。会社側がどのよう

な人事評価をするかについては、広い裁量

が認められ、明らかに不合理で、人事権を

濫用したと評価されるような人事評価でな

い限り、不当な評価とは言えません。遅刻

した労働者に非があるわけではないが、他

の労働者は定刻に出社して働くことができ

ているなら、人事評価で不利に扱うことが

「明らかに不合理」とは言えないでしょう。

「着替え時間は労働時間に含めない」「朝

礼が始業時間の前に行われる」などのルー

ルを設けて、実質的に労働者に始業時間よ

り早く出勤することを強制している職場も

あります。このような場合の労働時間とは

「労働者が会社側の指揮命令下に置かれて

いる時間」のことです。着替えについては、

会社で制服が定められているなど、業務に

従事するために着替えが必要不可欠であれ

ば、労働時間に含まれます。朝礼について

も、出席が義務として定められている場合

は、労働時間に含まれます。従って会社側
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に対してその時間の給料を請求することが

できます。

早出や残業をしている同僚からプレッシ

ャーをかけられたり先に帰るのが気まずく

思ったりすることが原因で、自分でも早出

や残業をしてしまう労働者がいます。

このような場合、原則会社は残業代は支

払う必要はありませんが、残業を許可制に

したり、原則残業禁止しているところもあ

ります。しかし、残業が常態化していて、

会社側はそれを認識しているのに、何の対

策もせず放置している場合には、「黙示的

に残業を命じている」と判断され「残業を

許可している」と判断され、残業を支払う

必要があります。また、三六協定を結んで

いても、一定時間を超えた場合、会社側に

罰則が与えられる可能性があり、さらに、

長時間労働が原因で労働者が病気になった

場合には労働災害が認定され、高額な損害

賠償を支払わなければならない可能性もあ

ります。

『退職理由に“一身上の都合”はダメか』

退職届を会社に提出する際、退職理由を「上司からの嫌がらせ」「年収が減ったた

め」と書きづらいため「一身上の都合」と書くケースが多いと思います。

民法 627条 1項において、期間の定めの無い雇用契約の場合、労働者はいつでも雇

用の解約を申し入れすることができ、退職の申し入れから 2 週間経過すれば雇用は

終了すると定めていますが、労働契約法 16 条により使用者は自由に解雇することが

できない為、民法は労働者のみを対象とした条文です。

つまり、期間の定めの無い雇用契約の場合、いつでも、理由を問わず退職するこ

とができるため、退職理由を説明する必要はありません。

期間の定めのある契約であっても、契約期間が 1 年を超える契約の場合、労働基

準法 137条により、労働契約の開始から 1年を経過した後はいつでも、理由を問わず

退職することができ、退職理由を説明する必要はありません。

1 年以下の期間の定めがある雇用契約の場合、民法 628 条により、契約期間途中で

労働者の一方的な意思表示による退職できるのは「やむを得ない理由」がある場合

に限られていますが、使用者に理由を説明しないと退職できないと定められている

わけではありません。ただし、雇用契約が 1 年以下の期間の定めのある場合につい

ては、労働者の一方的な意思表示で退職をするには「やむを得ない事由」があるこ

とを主張・立証する必要がありますので、退職理由を説明するか、会社と合意の上

で退職できるように話し合いをした方が良策です。

『正月川柳』

●お目出度う 言うたびお財布 冬景色 ●綺麗だね 景色褒めたら 妻が照れ

●腹立ちを ぐっと我慢 ３日間 ●雪化粧 妻の化粧は 厚化粧

●ジジババは 目が覚めたことを まず祝う●妻と俺 夫婦海峡 冬景色
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『年収の壁』

年収の壁とは、その金額を超えると税

金や社会保険料がかかる金額です。つま

り税金や社会保険料がかからないよう

に、年収を抑えようと意識される金額の

ボーダーラインです。

税制上の年収の壁

● 100万円

● 103万円

● 150万円

● 201万円

社会保険上の年収の壁

● 106万円

● 130万円

100万円の壁…住民税

パートやアルバイトをして給与収入が

ある人は、一般的に年収が 100万円を超

えると住民税がかかります。

例：東京都品川区・年収 101万円の場

合

給与所得所得 46万円－基礎控除 43万

円＝ 3万円

所得割 3 万円×税率 10%＝ 3,000 円

均等割 特別区民税 3,500 ＋都民税

1,500＝ 5,000

住民税合計

所得割 3,000+均等割 5,000 ＝ 8,000 円

年収が 101万円になると、住民税が年間

8,000円かかるため、手取りは 100万 2，

000円になります。

103万の壁…所得税

100 万以下は住民税・所得税・社会保

険料はかからず、扶養控除・配偶者控除

の対象になります。

100 万を超えると住民税がかかりま

す。

103 万を超えると住民税・所得税がか

かります。

年収 103 万円－給与所得控除 55 万円

－基礎控除 48万円＝所得税０

106万の壁…社会保険料

社会保険の被扶養者から外れます。

2024 年 10 月から従業員 51 人以上の

事業所は社会保険加入対象となるため、

社会保険に加入しなければなりません。

106 万円を超えて社会保険料がかかる

人の条件は、

〇週の所定労働時間が 20時間以上

〇賃金が月額 8.8万円以上

〇雇用期間の見込みが 2ヶ月以上

〇学生でない

〇事業所の従業員が 51人以上

106 万の壁を越えているかどうかの判

断の注意点は、以下の賃金は計算に含め

ません。

＊臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

＊ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる

賃金（賞与など）

＊時間外労働、休日労働、深夜労働に対

して支払われる賃金（割増賃金）

＊最低賃金に算入されない賃金（精皆勤

手当、通勤手当、家族手当）

社会保険の加入義務が生じるのは、昇

給や所定労働時間の増加など雇用条件の

見直しがあり、所定内賃金が月額 8.8 万

円を超えた場合です。社会保険に加入後

に月額賃金が 8.8 万円未満となった際

は、原則として雇用契約が見直されて月

額賃金が 8.8 万円を下回ることが明らか

になった場合まで被保険者資格を失いま

せん。雇用契約などに変更がなくても実

態を踏まえて被保険者資格は判断されま

す。

130 万の壁…社会保険の扶養に入れる年

収

年収が 130万円を超えると、社会保険

の扶養から外れ、自分で社会保険に加入

しなければなりません。

150万の壁…所得税の配偶者控除

配偶者の所得が 150万円を超えると配

偶者特別控除は徐々に減ってきます。

201万の壁…所得税の配偶者控除

配偶者の所得が 201万円を超えると配

偶者特別控除は受けられなくます。
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『行政情報』
「確定申告変更点」

一般的な申告書類の変更部分

①「確定申告書第二表」親族欄の書き方の変更

②「青色申告決算書・収支内訳書」インボイス制度に対応した用紙に

③納税地の異動又は変更がある場合の手続きが原則不要に

④申告書用紙の送付が取りやめ、納付書の送付も見直し

⑤申告書の控えの受付印は廃止に

「労働安全衛生関係の手続き、電子申請が義務化」
2025年１月１日より電子申請が原則義務化（e-Govアカウント、Gビス ID取得）

■労働者死傷病報告

■総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告

■定期健康診断結果報告

■心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

■有害な業務にかかるしか健康診断結果報告

■有機溶剤等健康診断結果報告

■じん肺健康管理自死状況報告

〇義務以外にも

●足場・局所排気装置等の設置・移転・変更

●特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告

●特定元方事業者の事業家医師報告

（当面の間、電子申請が困難の場合は書面による報告も可能）

「国民健康保険料の上限額引き上げ」
2025 年度の国民健康保険料の年間上限額を 2025 年度から 89 万円から 92 万円に引き上げ

２月２２日（土） 日本特殊陶業市民会館 特別会議室 13 時 30 分より

演題 「外国人の雇用について」 講師 早川 晃氏

３月２２日（土） 日本特殊陶業市民会館 第２会議室 13 時 30 分より

演題 「解雇について考える」 講師 宮川安江氏

「私の独り言」

兵庫県知事の斎藤元彦氏が、パワハラ疑惑、おねだりコーヒーメーカー、阪神優勝パレ

ードチケットのキックバックなどの問題で、県議会から全会一致で不信任を決議され失職

し、公益通報の窓口、百条委員会、第三者委員会の結論が出ていない中、11 月 17 日の知

事選挙で再選された。今後の県議会の進め方が注目です。今度は、県議会議員の進退が問

うべきだ。自殺された元西播磨県民局長の公用パソコンからとんでもない個人情報が漏れ、

マスコミと行政の癒着、天下りの慣習などが問題視され、真実の解明が楽しみです。


